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マ
ノレ

シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
に
お
け
る

　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
受
容
の
間
題

　
　
　
　
　
　
　
1
そ
の
政
治
学
的
考
察
1

鷲

見

誠

一

　
　
　
　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
二
　
国
　
家

　
　
　
　
　
　
　
e
　
国
家
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
⇔
　
国
家
主
要
部
分
の
概
念

　
　
　
　
　
　
三
　
む
す
び

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
は
じ
め
に
　
　
1
問
題
の
所
在
ー

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
政
治
思
想
が
彼
以
後
の
中
世
紀
の
思
想
家
に
お
い
て
、
理
論
的
、
組
織
的
に
正
し
く
実
を
結
ん
だ
の
は
、
マ
ル
シ
リ
ウ

ス
・
パ
ド
ゥ
ア
の
「
平
和
の
擁
護
者
」
と
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
「
君
主
論
」
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
中
世
紀
に
お
け
る
最

も
組
織
的
且
つ
分
析
力
に
富
ん
だ
政
治
理
論
家
で
あ
る
．
彼
は
そ
の
政
治
理
論
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
「
政
治
学
」
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
形
成
し
た
。

　
　
　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
受
容
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
五
　
　
　
（
二
三
五
）



　
　
　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
受
容
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
六
　
　
　
（
二
三
六
）

　
彼
の
問
題
意
識
の
出
発
点
は
極
め
て
具
体
的
且
つ
現
実
的
で
あ
る
。
彼
が
追
求
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
、
平
和
の
必
要
性
、
そ
の
阻
害
原
因
の

究
明
お
よ
び
平
和
確
保
の
手
段
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
平
和
は
、
抽
象
的
・
思
弁
的
な
る
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
が
生

き
た
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
争
乱
と
混
乱
の
淵
か
ら
希
求
、
渇
望
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
「
平
和
の
擁
護
者
」
の
冒
頭
で
平
和
を
強
調
し
、
引
き
続
き
次
の
如
く
述
べ
る
。

　
「
悲
惨
な
人
々
は
彼
等
の
不
和
と
争
い
の
故
に
う
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
．
こ
の
不
和
と
争
い
は
、
動
物
の
病
気
の
如
く
、
市
民
組
織
の
不
健
全
な
配
備
で
あ
る
と

　
認
識
さ
れ
て
い
る
．
争
い
は
数
多
く
の
原
因
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
．
普
通
の
方
法
で
発
生
す
る
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
大
部
分
の
原
因
は
、
哲
学
者
中
の
最

　
も
秀
で
た
人
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
・
筆
者
補
）
に
よ
つ
て
彼
の
政
治
学
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
が
過
去
と
現
在

　
の
永
き
に
わ
た
つ
て
こ
れ
ま
で
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
、
ひ
と
つ
の
特
殊
に
し
て
極
め
て
解
し
難
い
原
因
が
あ
る
。
…
…
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
及
び
彼
と
同
時
代
あ

　
る
い
は
そ
れ
以
前
の
哲
学
者
達
も
こ
の
原
因
の
初
源
と
種
を
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
．
何
故
な
ら
そ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
時
代
の
は
る
か
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
に
、
究
極
因
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
た
奇
跡
的
事
件
の
余
波
と
し
て
受
容
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
、
あ
る
悪
し
き
意
見
だ
か
ら
で
あ
る
。
」

　
こ
こ
に
お
い
て
は
先
ず
、
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
対
す
る
強
い
尊
敬
の
念
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
は
、
マ
ル
シ
リ

ウ
ス
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
哲
学
受
容
後
の
中
世
紀
の
学
者
に
一
般
的
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
彼
が
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
敬
意
を
抱
い
た
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
「
政
治
学
」
が
社
会
不
和
、
革
命
に
関
し
て
理
論
的
分
析
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な

く
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
彼
の
分
析
一
覧
表
の
中
に
も
、
彼
以
後
に
発
生
し
た
が
故
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
、
社
会
混
乱
の

原
因
が
ひ
と
つ
あ
つ
た
。
右
の
引
用
文
中
に
そ
れ
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
．

　
「
究
極
因
」
と
は
こ
の
場
合
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
で
あ
り
、
そ
の
神
に
よ
つ
て
「
形
成
さ
れ
た
奇
跡
的
事
件
」
と
は
キ
リ
ス
ト
生
誕
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
「
余
波
」
且
つ
ま
た
ワ
ー
マ
帝
国
（
古
代
・
：
マ
帝
国
と
は
限
ら
な
い
）
を
悩
ま
し
て
き
た
原
因
と
は
、
　
・
ー
マ

教
皇
制
な
の
で
あ
つ
た
。
「
そ
れ
故
、
神
の
助
け
で
も
つ
て
こ
の
争
乱
の
固
有
な
原
因
の
み
を
あ
ば
く
こ
と
が
私
の
目
的
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
よ
つ
て
以
前
に
究
明
さ
れ
た
争
乱
、
不
和
の
原
因
の
数
と
本
質
を
復
唱
す
る
こ
と
は
無
駄
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
ア
リ
ス



ト
テ
レ
…
ス
が
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
よ
り
後
の
人
で
知
る
こ
と
は
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
誰
も
究
明
し
よ
う
と
し
な
か
つ
た
こ
の
原
因
を

我
々
は
あ
ば
き
た
い
と
思
う
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
は
全
て
の
国
や
都
市
か
ら
早
々
に
排
除
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
有
徳
な
支
配
者
と
臣
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
、
よ
り
一
層
平
和
裡
に
生
活
す
る
の
で
あ
る
。
」

　
右
の
記
述
で
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
意
図
は
明
白
で
あ
る
。
彼
は
平
和
麗
乱
者
と
し
て
の
ロ
ー
マ
教
皇
制
の
政
治
権
力
を
否
定
し
、
権
力
保
持
者
を

一
元
的
に
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
世
俗
権
力
者
以
外
の
他
の
も
の
が
政
治
的
事
項
に
容
豫
す
る
権
能
を
有
す
る
故
に
、

社
会
に
不
和
と
争
乱
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
政
治
権
威
・
権
力
の
究
極
的
源
泉
を
人
民
と
し
て
一
元
的
政
治
体
制
を
樹
立
し
、
そ
の

上
教
会
政
治
に
お
い
て
も
人
民
主
権
理
念
を
転
位
さ
せ
て
、
・
ー
マ
教
皇
の
至
高
権
を
否
定
す
れ
ば
、
社
会
的
平
和
は
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
「
平
和
の
擁
護
者
」
を
三
巻
に
分
け
る
。

「
最
初
に
私
は
、
人
問
知
性
に
よ
つ
て
発
見
さ
れ
た
確
実
な
る
方
法
に
よ
つ
て
、
且
つ
ま
た
自
然
・
習
慣
・
悪
し
ぎ
情
熱
に
よ
つ
て
腐
敗
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
な
い
精
神
の
全
て
に
と
つ
て
自
明
な
命
題
に
基
づ
い
た
方
法
に
よ
つ
て
、
私
の
見
解
を
証
明
す
る
だ
ろ
う
」
。
第
一
巻
に
お
い
て
、
彼
は
ひ
と

つ
の
社
会
内
に
お
け
る
一
元
的
政
治
権
力
の
必
要
性
、
政
治
権
力
・
権
威
の
究
極
源
泉
は
人
民
で
あ
る
こ
と
（
即
ち
人
民
主
権
理
念
）
、
法
に
よ
る
支

配
・
行
政
等
々
を
主
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
政
治
思
想
に
依
拠
し
つ
つ
論
証
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
巻
は
、
第
一
巻
で
提
示
さ
れ
た
も
の
を

永
遠
の
真
理
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
の
教
父
・
解
釈
者
の
権
威
で
確
証
す
る
の
で
あ
る
．
第
三
巻
は
、
結
論
お
よ
び
前
二
巻
の
ま
と
め
で
あ
る
。

　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
究
極
的
意
図
あ
る
い
は
思
想
的
全
体
像
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
第
二
巻
が
主
眼
目
と
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
こ

こ
に
第
一
巻
で
論
証
さ
れ
た
事
柄
を
引
き
移
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
究
極
的
に
ρ
ー
マ
教
皇
の
政
治
的
権
限
、
優
越
性
が
否
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
．
し
か
し
、
政
治
思
想
史
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
学
的
重
要
性
は
第
一
巻
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
彼
の
究
極
意
図
が
第
二
巻
の
内
容

に
あ
る
と
し
て
も
、
第
一
巻
に
お
け
る
主
張
が
確
証
さ
れ
な
い
限
り
第
二
巻
は
そ
の
存
立
基
盤
を
確
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
第
一
巻
は
、
現
代

的
観
点
か
ら
み
て
も
第
一
級
の
政
治
理
論
書
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
価
値
は
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
独
創
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ア
リ
ス
ト

　
　
　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
受
容
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
七
　
　
　
（
二
三
七
）



　
　
　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
！
ス
受
容
の
間
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
八
　
　
　
（
二
三
八
）

テ
レ
ー
ス
哲
学
殊
に
そ
の
政
治
思
想
を
批
判
的
に
摂
取
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
平
和
の
擁
護
者
」
は
、

ラ
ギ
ャ
ル
ド
（
9
留
富
讐
益
Φ
）
の
い
う
如
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
哲
学
を
基
本
と
し
た
十
四
世
紀
の
パ
リ
大
学
文
芸
学
部
の
所
産
と
い
え

（
4
）

る
。　

さ
て
本
稿
に
お
い
て
は
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
政
治
思
想
の
受
容
態
様
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
彼
の

政
治
思
想
の
特
質
が
浮
彫
り
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
．
彼
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
著
作
の
一
文
章
を
そ
の
ま
ま
自
己
の
主
張
に
採
り
入

れ
た
場
合
、
彼
の
思
想
的
特
徴
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
と
の
同
一
性
と
い
う
形
で
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー

ス
の
著
作
の
数
あ
る
文
章
の
中
、
特
定
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
彼
が
選
ん
だ
点
に
、
彼
の
価
値
判
断
の
あ
り
方
が
現
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
．

　
あ
る
い
は
又
、
彼
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
！
ス
の
真
意
と
は
別
の
意
味
で
、
あ
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
引
照
・
理
解
し
た
場
合
、
正
に
そ
の
偏
差
に
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ち

思
想
的
特
質
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
マ
ル
ン
リ
ウ
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
政
治
学
の
真
に
意
図
す
る
方
向
を
変
更
さ

・
　
・
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

せ
た
点
に
、
彼
の
思
想
的
本
質
を
見
出
そ
う
と
わ
れ
わ
れ
は
努
力
す
る
の
で
あ
る
．

　
尚
そ
の
際
、
「
平
和
の
擁
護
者
」
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
受
容
は
、
e
国
家
論
口
法
律
論
㊧
人
民
主
権
理
念
の
三
点
に
多
大
な
意
味
が

見
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
本
稿
は
紙
幅
の
制
限
に
よ
り
国
家
論
に
関
し
て
の
み
究
明
す
る
こ
と
と
し
．
他
の
二
点
は
別
稿
に
お
い
て
論
ず
る
こ
と
と

し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
国
　
　
　
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
国
家
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
国
家
を
完
全
共
同
体
と
規
定
す
る
。
こ
の
国
家
が
完
全
共
同
体
で
あ
る
故
に
、
国
家
及
び
そ
の
種
と
類
を
論
ず
る
前
に
、
完

全
共
同
体
の
前
段
階
た
る
市
民
共
同
体
及
び
そ
の
制
度
の
初
源
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
．
彼
は
方
法
論
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
「
自



然
学
」
に
準
拠
し
つ
つ
「
平
和
の
擁
護
者
」
一
巻
三
章
二
節
に
お
い
て
次
の
如
く
述
べ
る
。
「
不
完
全
な
も
の
か
ら
よ
り
完
全
な
も
の
へ
お
も
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

く
こ
と
は
、
常
に
自
然
の
道
、
自
然
の
模
倣
即
ち
業
（
ア
ル
ス
“
邑
の
道
で
あ
る
。
そ
し
て
人
々
は
、
諸
要
素
へ
と
分
下
す
る
第
一
原
理
と
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

原
因
を
先
ず
最
初
に
知
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
に
関
す
る
科
学
的
知
識
を
有
す
る
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
」
。

　
右
の
引
用
個
所
の
後
半
に
お
い
て
は
、
事
物
・
現
象
の
究
極
原
因
、
法
則
を
知
る
こ
と
が
科
学
的
知
識
と
さ
れ
る
．
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
こ
の
視

点
を
維
持
し
て
政
治
現
象
の
分
析
に
あ
た
つ
た
が
故
に
．
そ
の
著
作
に
政
治
理
論
性
を
盛
る
こ
と
が
可
能
で
あ
つ
た
．

　
さ
て
彼
の
思
考
し
た
人
間
社
会
の
発
展
を
概
括
し
て
み
よ
う
．
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
説
を
引
用
し
つ
つ
、
人
間
社
会
の
初
源
形
態
は
男

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

女
の
結
合
で
あ
る
と
す
る
．
こ
の
結
合
か
ら
他
の
人
々
が
誕
生
し
て
ひ
と
つ
の
家
を
形
成
す
る
．
人
間
数
（
家
族
数
）
が
増
殖
し
て
一
家
族
集
団

で
は
不
都
合
と
な
り
、
多
数
の
家
を
創
設
す
る
必
要
に
迫
ま
ら
れ
る
．
複
数
の
家
が
集
合
し
て
共
同
体
を
形
成
し
、
こ
れ
が
村
落
と
な
る
．
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

村
落
が
最
初
の
共
同
体
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
村
落
が
殖
え
、
共
同
体
が
人
口
増
加
に
よ
つ
て
大
き
く
な
つ
た
が
、
村
落
は
多
く
の
賢
明
な
人
々
の
欠
如
と
い
う
理
由
で
、
あ
る
い
は
又
政
治

学
三
巻
九
章
に
書
か
れ
て
い
る
他
の
理
由
で
、
未
だ
一
人
の
人
問
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
支
配
者
は
、
し
か
し
年
長
者
あ
る
い
は
よ
り
善

い
人
と
み
な
さ
れ
る
人
で
あ
る
」
冒
巳
証
嘗
。
暮
粧
豊
ぎ
ヨ
三
塁
9
壁
9
暫
8
目
ヨ
“
巳
蜜
8
餌
簿
忌
。
芦
β
＆
8
黛
ε
詳
窪
霧
。
撃
8
頁
8
夷
㌣

。
凶
自
ρ
＆
冒
。
お
α
q
①
び
導
ε
り
§
p
＜
①
一
箕
8
§
α
亀
Φ
。
ひ
鐸
目
巳
霞
呂
鼠
募
胃
且
窪
葺
置
騨
暮
卑
一
笹
筥
聾
導
量
臣
導
Φ
冨
臣
s
羨
餌
β
暮
弩
学

葺
霞
ω
℃
。
一
三
8
）
8
葺
巳
。
。
」
一
一
。
冨
馨
ロ
ρ
三
8
巳
。
吋
窪
げ
冒
の
ぎ
吋
壁
げ
①
蜜
言
ぴ
ρ
墨
ヨ
〈
駐
。
蒼
壼
。
一
8
ま
羨
邑
…
¢
ぎ
冨
風
8
募
菖
の

ρ
9
げ
毎
ぎ
丘
8
の
窪
8
冨
三
9
β
貯
島
の
零
富
蜜
暮
霞
只
朗
目
」
）
引
用
さ
れ
た
「
政
治
学
」
内
の
記
述
で
は
、
王
制
の
問
題
を
論
じ
て
お
り
本

来
こ
の
文
脈
に
は
適
当
で
は
な
い
。
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
、
村
落
に
一
人
の
支
配
者
が
存
在
す
る
理
由
と
し
て
、
「
多
く
の
賢
明
な
る
人
々
の
欠
如
」

を
挙
げ
て
い
る
。
彼
の
思
考
に
よ
れ
ば
、
社
会
が
多
様
化
し
、
分
業
化
さ
れ
た
職
業
に
従
事
す
る
人
々
が
増
加
す
れ
ば
、
各
人
の
経
験
的
知
識
・

叡
智
が
多
様
化
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
総
和
・
集
積
は
国
家
統
治
、
社
会
支
配
に
お
い
て
、
一
人
乃
至
は
少
数
の
賢
人
．
教
養
人
の
知
識
．
叡
智
よ
り

　
　
　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
受
容
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
九
　
　
　
（
二
三
九
）



　
　
　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
受
容
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
〇
　
　
　
（
二
四
〇
）

も
秀
い
で
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
か
か
る
発
想
の
発
展
し
た
も
の
が
人
民
主
権
理
念
で
あ
る
）
。
原
始
社
会
は
、
か
か
る
多
様
な
職
業
ひ
い

て
は
経
験
的
知
識
・
叡
智
に
富
む
多
様
・
多
数
の
人
々
を
内
包
し
な
い
故
に
、
一
人
の
年
長
者
、
善
き
人
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。
か
か
る
発
想
は
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
独
自
の
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
的
人
間
観
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
厳
し
い
自
然
環
境
、
　
一
人
で
裸
に
ほ
う
り
出
さ
れ
れ
ば
生
存
不
可
能
な
状
況
に
生
れ
出
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ス

る
。
そ
れ
故
、
人
間
は
か
か
る
自
然
的
要
素
を
避
け
る
た
め
に
、
多
様
な
種
と
類
の
技
術
を
必
要
と
し
た
。
「
し
か
し
こ
れ
ら
の
技
術
は
多
数
の

人
々
に
よ
つ
て
の
み
実
現
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
人
々
の
相
互
に
集
合
し
た
組
織
を
通
し
て
の
み
所
有
さ
れ
る
故
に
、
人
々
は
こ
れ
ら
の

ア
ル
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11

）
。

技
術
で
も
つ
て
有
益
な
る
も
の
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
有
害
な
る
も
の
を
避
け
る
た
め
に
相
互
に
結
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ス

人
間
に
と
つ
て
は
、
多
種
の
技
術
と
こ
の
技
術
を
実
現
す
る
多
様
に
分
業
化
し
た
各
種
の
組
織
の
集
合
体
と
し
て
の
社
会
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
．
社
会
の
必
要
性
が
明
白
で
あ
る
故
に
、
正
に
人
間
は
相
互
に
結
集
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
的
に
自
然
に
即

し
て
発
生
・
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
が
自
然
状
態
の
中
に
存
在
す
る
自
己
を
直
視
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
換
言
す
れ
ば
自
己

と
自
然
と
の
関
係
を
冷
厳
に
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
意
志
的
に
形
成
し
た
結
果
物
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
的
思
惟
構
造
の
中
に
お

い
て
は
、
人
間
の
本
性
に
は
社
会
を
形
成
す
る
要
素
が
可
能
態
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
さ
て
、
完
全
共
同
体
と
し
て
の
国
家
が
形
成
さ
れ
る
重
要
な
段
階
に
お
い
て
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
著
作
か
ら
何
ら
引
用

し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
筆
者
の
見
解
で
は
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
思
想
的
特
徴
を
暗
示
L
た
も
の
と
い
え
る
。
「
こ
れ
ら
共
同
体
が
漸
次
増
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ス

し
、
人
間
の
経
験
が
よ
り
大
き
く
な
り
、
よ
り
完
全
な
技
術
、
規
則
、
生
活
方
法
が
発
見
さ
れ
、
そ
し
て
又
共
同
体
の
諸
部
分
も
よ
り
一
層
多
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ゃ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

化
し
た
の
で
あ
る
。
遂
に
、
生
活
及
び
よ
り
善
き
生
活
の
た
め
に
必
要
な
諸
事
物
が
人
間
の
理
性
と
経
験
に
よ
つ
て
発
展
の
極
に
達
し
た
の
で
あ

ヤ

る
．
そ
し
て
こ
こ
に
、
国
家
と
呼
ば
れ
、
そ
の
諸
部
分
の
分
化
を
伴
な
つ
た
完
全
共
同
体
が
確
立
さ
れ
た
」
》
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目
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人
問
の
理
性
と
経
験
に
よ
つ
て
発
展
の
極
に
達
し
た
「
生
活
及
び
よ
り
善
き

生
活
の
た
め
に
必
要
な
諸
事
物
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
．
そ
れ
は
、
法
規
範
及
び
そ
れ
を
制
定
・
維
持
す
る
人
で
あ
る
。

「
し
か
し
こ
の
様
に
結
集
し
た
人
々
の
間
が
、
も
し
正
義
規
範
に
よ
つ
て
規
制
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
人
々
を
互
に
戦
わ
し
め
、
分
裂
さ
せ
、
果
て

は
国
を
崩
壊
に
至
ら
し
め
る
争
い
と
紛
争
が
発
生
す
る
故
に
、
こ
の
社
会
の
中
に
正
義
の
基
準
と
そ
れ
を
創
り
且
つ
守
る
人
が
確
立
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
」
＜
①
盃
唐
ρ
巳
”
営
ひ
霞
ぎ
舅
貯
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巴
0
8
昌
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畠
碧
8
Φ
ぎ
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8
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8
＄
9
践
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冨
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巨
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壽
践
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§
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Φ
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器
9
ぎ
巨
p
仁
巨
器
冨
蚕
。
6
箒
ヨ
9
警
q
の
巨
o
筥
9
註
冨
募
。
a
置
窟
ざ
房
β
8
。
旨
三
げ
営
富
。
8
日
筥
仁
巳
β
。
δ
ま
の
蜜
葺
－

R
①
冒
馨
o
注
巨
お
讐
ポ
跨
9
。
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ε
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巴
く
①
蜜
9
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お
彗
（
一
」
＜
ト
）
こ
こ
に
完
全
共
同
体
と
し
て
の
国
家
が
創
成
・
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
．

多
様
な
技
術
と
こ
れ
ら
を
実
現
す
る
、
多
様
に
分
業
化
し
た
各
組
織
を
構
成
す
る
社
会
に
、
法
律
と
立
法
者
及
び
行
政
者
が
附
加
さ
れ
て
国
家
が

成
立
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
と
異
な
り
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
に
と
つ
て
は
、
国
家
と
社
会
は
概
念
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
．
発
展
段
階
に
お
い
て
、

国
家
は
社
会
よ
り
一
段
上
位
に
存
在
す
る
。
そ
れ
故
正
に
国
家
は
完
全
共
同
体
、
完
全
社
会
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の

見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
．

　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
発
展
図
式
が
、
男
女
の
結
合
↓
家
の
発
生
↓
村
の
成
立
↓
分
業
化
さ
れ
た
社
会
の
形
成
↓
国
家
の
成
立
へ
と
進
行
す
る
に
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
！
ス
に
お
い
て
は
「
ひ
と
つ
以
上
の
村
か
ら
出
来
て
完
成
し
た
共
同
体
が
国
で
あ
る
」
。
彼
は
国
家
（
ポ
リ
ス
i
社
会
組
織
と
政

治
組
織
の
合
体
し
た
も
の
）
の
中
に
お
け
る
各
種
の
分
業
及
び
そ
れ
に
従
事
す
る
人
々
に
つ
い
て
論
及
す
る
も
の
の
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
如
く
、
国

家
成
立
以
前
の
段
階
に
お
け
る
分
業
化
さ
れ
た
社
会
を
「
発
展
過
程
」
の
視
点
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
は
な
い
。
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
が
社
会
発
展
の
分

析
に
お
い
て
分
業
化
さ
れ
た
社
会
と
多
種
の
技
術
を
し
ば
し
ば
強
調
す
る
こ
と
は
、
彼
の
政
治
理
論
、
就
中
人
民
主
権
理
念
で
最
重
要
の
役
割
を

　
　
　
　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
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容
の
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二
四
一
　
　
　
（
二
四
一
）



　
　
　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
に
お
け
る
ア
リ
み
ト
テ
レ
！
ス
受
容
の
間
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
四
二
　
　
　
（
二
四
二
）

果
す
「
市
民
全
体
」
を
予
兆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
国
（
ポ
リ
ス
）
は
自
然
に
存
在
し
て
い
る
最
初
の
共
同
体
の
終
極
目
的
で
あ
り
、
善
き
生
活
の
た
め
に
存

在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ポ
リ
ス
が
自
然
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
人
間
は
自
然
に
ポ
リ
ス
的
動
物
で
あ
る
と
す
る
命

　
　
　
　
　
（
1
3
）

題
が
確
立
さ
れ
る
。
こ
の
「
自
然
」
と
は
、
「
生
成
が
そ
の
終
極
に
達
し
た
時
に
各
事
物
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
｝
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

自
然
と
は
本
質
の
概
念
で
あ
る
．
人
間
は
本
質
的
に
ポ
リ
ス
的
動
物
で
あ
る
．
換
言
す
れ
ば
、
人
間
は
ポ
リ
ス
の
中
で
の
み
そ
の
本
質
・
本
性
を

開
華
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
動
物
と
考
え
ら
れ
る
．
ポ
リ
ス
以
外
の
場
所
で
は
、
人
間
は
そ
の
本
性
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
人
間
は
全
て
自
己
の
本
性
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
必
須
的
条
件
と
し
て
の
国
家
を
形
成
す
る
能
力
を
、
本
性
的
に
所
有
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
本
性
的
能
力
は
客
観
的
に
人
間
一
般
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
か
か
る
本
性
的
能
力
の
自
己
展
開
の
帰
結
、
終
着

点
が
国
家
で
あ
る
．
故
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
は
客
観
的
事
物
で
あ
る
．

　
し
か
も
こ
の
国
家
は
、
善
き
生
活
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
且
つ
又
人
間
は
善
き
存
在
即
ち
有
徳
な
人
間
と
な
る
こ
と
を
そ
の
終
極
目

的
と
し
て
所
有
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
は
国
家
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
本
性
つ
ま
り
有
徳
性
を
完
成
し
て
徳
的
生
活
を
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

む
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
徳
性
を
も
人
問
は
全
て
客
観
的
に
共
通
に
所
有
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
い
う
ま
で
も
な
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー

ス
的
国
家
観
は
道
徳
的
で
あ
る
。

　
さ
て
右
に
引
用
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
引
用
し
な
い
。
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
有
名
な
命
題

「
人
間
は
自
然
的
に
ポ
リ
ス
的
動
物
で
あ
る
」
を
引
用
し
な
い
。
こ
れ
は
、
も
し
彼
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
国
家
観
、
政
治
思
想
の
本
質
を
受

容
し
よ
う
と
意
図
し
た
な
ら
ば
、
絶
対
に
引
用
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
．
彼
が
こ
れ
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
：
ス
的
政
治
思
想
に
と
つ
て
不

可
欠
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
引
用
し
な
か
つ
た
こ
と
は
、
彼
の
思
想
的
特
徴
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
表
示
し
て
い
る
。

　
前
に
述
べ
た
如
く
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
に
と
つ
て
国
家
は
、
理
性
と
経
験
的
叡
智
に
よ
つ
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
人
間
が
「
生
活
及
び
善



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
ヤ

ぎ
生
活
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
自
覚
す
る
が
故
に
、
国
家
は
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
国
家
は
自
然
に
即
し
て
発
生
し
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
焉
）

は
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
意
志
に
よ
る
協
約
・
約
束
ご
と
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
的
理
論
に
お
け
る
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

き
客
観
性
は
存
在
し
な
い
。
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
的
観
点
に
よ
れ
ば
、
個
々
人
の
主
体
的
意
志
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
人
間
の
意
志
を
強
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ぬ
　
　
ヤ

す
る
．
人
間
は
前
述
の
如
く
、
国
家
の
必
要
性
を
自
覚
し
て
そ
の
成
立
を
意
志
し
、
国
家
維
持
の
た
め
の
法
律
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

「
も
し
人
々
の
大
部
分
が
、
こ
れ
ま
で
十
分
述
べ
ら
れ
た
如
く
国
家
の
持
続
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
彼
等
は
、
そ
れ
な
く
し
て
は
国
家
が
持
続
不
可

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
や

能
で
あ
る
も
の
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
正
義
の
基
準
及
び
命
令
で
も
つ
て
下
さ
れ
た
有
益
性
の
基
準
で
あ
り
、
法
律
と
呼
ば
れ
る
」

聾
①
韻
。
轟
雪
。
目
ぎ
且
巨
巨
置
巳
葺
＆
。
≦
犀
琶
三
導
葛
房
萎
ρ
＝
Φ
暴
量
＆
暮
ぴ
窪
①
身
ゴ
目
註
α
g
蛋
ぐ
巳
江
留
巨
a
§
』
冨

β
。
琶
帥
岳
暴
琶
害
。
ε
。
げ
聾
国
8
畳
貫
婁
譲
ぎ
匡
巨
g
§
す
⑦
旨
§
語
巳
p
冨
象
鴛
§
冨
。
畳
。
』
。
婁
と
霞
…
（
H
・
図
目
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

ω
）
か
か
る
意
志
の
強
調
を
、
グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ
ム
は
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ム
ス
の
影
響
と
み
な
す
の
で
あ
る
。

　
前
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
政
治
理
論
は
、
人
間
が
国
家
を
形
成
す
る
本
性
的
能
力
を
客
観
的
に
所
有
し
て
い
る
と
主
張
す
る
故
に
、
客
観
的
政

治
理
論
と
規
定
さ
れ
た
。
一
方
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
に
お
い
て
は
、
国
家
形
成
の
要
因
は
、
人
間
個
々
人
の
主
体
的
意
志
で
あ
る
。
こ
の
意
志
が
個

々
人
の
生
物
的
生
命
の
維
持
手
段
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
意
欲
し
た
が
故
に
、
国
家
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
．
そ
れ
故
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
政
治
理

論
は
主
観
的
で
あ
る
。

　
人
間
の
道
徳
的
完
成
の
場
を
国
家
と
す
る
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
政
治
理
論
に
比
し
て
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
国
家
観
に
お
い
て
非
道
徳
的
発
想

を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
発
想
を
す
る
が
故
に
、
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
あ
の
有
名
な
命
題
「
人
間
は
自
然
的
に
ポ
リ
ス
的
動
物
で
あ
る
」

を
継
受
し
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
に
お
い
て
は
、
国
家
は
人
間
の
倫
理
的
本
性
の
発
展
終
極
と
は
解
さ
れ
な
い
。
彼
が
、
国
家
を
「
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

活
及
び
善
ぎ
生
活
」
の
た
め
に
存
在
す
る
と
規
定
し
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
「
善
き
生
活
」
は
倫
理
的
・
形
而
上
的
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
℃
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）

い
。
こ
れ
は
、
人
間
に
内
在
す
る
諸
特
性
を
発
展
さ
せ
る
に
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
思
考
に
お
い
て
は
、
国
家

　
　
　
　
ヤ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
受
容
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
三
　
　
　
（
二
四
三
）



　
　
　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ァ
に
お
げ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
受
容
み
賜
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
四
　
　
　
（
二
四
四
）

は
単
な
る
手
段
的
価
値
し
か
付
与
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
政
治
思
想
の
中
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
み
ら

れ
る
如
き
、
個
人
に
対
す
る
国
家
の
優
越
性
は
存
在
し
な
い
．

　
以
上
の
観
点
か
ら
し
て
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
、
政
治
に
お
け
る
道
徳
的
基
礎
を
低
評
価
し
た
、
中
世
紀
最
初
の
人
で
あ
つ
た
。
彼
は
政
府
・
統
治

部
分
の
行
為
の
形
相
の
み
に
固
執
し
て
そ
の
行
為
あ
る
い
は
法
律
の
質
料
的
基
礎
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
政
治
学
を
道
徳
か
ら
解
放
し
た

　
　
　
（
20
）

の
で
あ
つ
た
。
こ
の
場
合
、
形
相
と
は
人
民
全
休
の
意
志
が
集
約
・
公
布
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
実
定
法
で
あ
る
。
　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
思
想
性

は
、
以
上
に
観
察
さ
れ
る
通
り
貧
弱
で
あ
り
、
且
つ
哲
学
的
強
靱
さ
を
有
す
る
も
の
で
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
思
想
に
お
け
る
哲
学
的
・
道
徳
的

稀
薄
性
こ
そ
、
政
治
学
が
哲
学
的
諸
観
念
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
彼
の
思
想
の
近
代
性
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
．
か
か
る

観
点
に
立
つ
な
ら
、
マ
キ
ア
ベ
ル
リ
に
比
し
て
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
不
当
に
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
国
家
主
要
部
分
の
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
さ
て
形
成
さ
れ
た
国
家
内
に
存
在
す
る
構
成
部
分
に
関
し
て
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
区
分
法
を
「
平
和
の
擁
護
者
」
一
巻

五
章
に
お
い
て
踏
襲
す
る
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
「
政
治
学
」
に
お
い
て
、
有
機
的
な
自
足
団
体
と
し
て
の
国
家
に
必
要
な
仕
事
・
機
能
と
し
て
次
の
六
種
類
を
挙
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

る
．
食
糧
、
技
術
、
武
器
、
財
貨
、
神
に
関
す
る
配
慮
、
最
後
に
、
市
民
の
利
益
、
正
義
を
判
定
す
る
こ
と
。
国
の
各
部
分
も
こ
れ
ら
に
基
づ
い

て
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．
し
か
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
1
ス
は
、
自
ら
が
良
し
と
す
る
最
善
国
制
体
の
中
か
ら
、
徳
と
は
相
容
れ

な
い
と
の
理
由
で
、
俗
業
民
飽
生
活
、
商
業
的
生
活
、
農
耕
生
活
の
三
種
類
を
除
外
す
る
。
存
立
を
許
容
さ
れ
る
構
成
部
分
は
、
戦
士
的
部
分
、

利
益
・
正
義
を
審
議
・
裁
定
す
る
部
分
、
神
事
を
司
さ
ど
る
部
分
の
三
種
で
あ
る
。
し
か
し
最
善
国
制
か
ら
構
成
部
分
と
し
て
除
外
さ
れ
た
前
記

三
種
類
も
国
家
の
存
続
に
と
つ
て
必
須
の
機
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
発
想
は
、
そ
の



最
善
国
制
に
現
わ
れ
て
い
る
如
く
貴
族
的
で
あ
る
．
彼
の
価
値
評
価
に
よ
れ
ば
、
職
人
．
商
人
．
農
民
は
そ
の
「
市
民
権
」
を
最
善
国
制
の
中
に

お
い
て
有
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
よ
う
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麗
）

　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
、
そ
の
著
作
の
一
巻
五
章
一
節
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
を
引
用
し
つ
つ
、
「
国
家
の
部
分
あ
る
い
は
職
務
」
と
し

て
次
の
六
種
類
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
i
農
業
的
部
分
、
職
人
的
部
分
、
軍
事
的
部
分
、
財
貨
的
部
分
、
聖
職
的
部
分
、
裁
判
的
・
審
議
的
部

分
ー
（
記
述
の
順
序
通
り
・
筆
者
補
）
．
そ
し
て
彼
は
以
上
の
中
、
聖
職
的
部
分
、
軍
事
的
部
分
、
裁
判
的
部
分
を
「
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
」

（
の
ぎ
忌
暮
8
国
家
の
部
分
と
規
定
し
、
且
つ
市
民
社
会
内
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
「
名
誉
あ
る
人
々
」
（
ぎ
ぎ
憲
琶
一
奮
）
と
す
る
の
で
あ
る
．
一
方
、

残
余
の
三
部
分
は
国
家
に
と
つ
て
必
要
な
る
職
務
で
あ
る
故
に
、
「
広
い
意
味
に
お
い
て
」
（
響
量
国
家
の
部
分
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
こ
れ
ら

の
職
務
に
従
事
し
て
い
る
人
々
は
「
大
衆
」
（
毒
蒔
畳
ω
）
と
呼
称
さ
れ
る
。

　
以
上
に
み
ら
れ
る
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
思
惟
構
造
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
政
治
思
想
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

発
想
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
貴
族
的
で
あ
る
．
し
か
し
、
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
そ
の
最
善
国
制
に
お
い
て
「
大
衆
」
の
「
市
民
権
」
を
剥

奪
し
た
こ
と
に
は
追
従
し
な
か
つ
た
．
彼
の
人
民
主
権
概
念
の
中
に
「
大
衆
」
も
当
然
、
包
含
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
発
想
と
根
底
に

お
い
て
連
関
す
る
事
柄
が
「
平
和
の
擁
護
老
」
一
巻
五
章
九
節
に
観
察
さ
れ
る
。

　
七
節
に
「
支
配
的
・
裁
判
的
部
分
」
、
八
節
に
「
軍
事
的
部
分
」
が
分
析
さ
れ
、
九
節
で
は
「
財
貨
的
・
通
商
的
部
分
」
が
分
析
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
後
、
十
節
で
「
聖
職
的
部
分
」
が
究
明
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
こ
の
九
節
の
内
容
は
い
さ
さ
か
唐
突
と
い
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
．
つ
ま
り
九
節
「
財
貨
的
・
通
商
的
部
分
」
を
除
け
ば
、
七
・
八
・
十
節
の
内
容
は
狭
義
の
「
国
の
部
分
」
且
つ
「
名
誉
あ
る
人
々
」
な
の
で

あ
る
．
狭
義
の
「
国
の
部
分
」
「
名
誉
あ
る
人
々
」
の
分
析
に
お
い
て
．
「
財
貨
的
・
通
商
的
部
分
」
が
、
補
足
的
に
で
は
な
く
他
の
部
分
と
同
等

に
並
列
的
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
が
こ
の
種
の
部
分
・
職
務
を
重
視
し
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
彼
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

家
・
社
会
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
極
め
て
経
済
的
で
あ
る
．

　
　
　
　
マ
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五
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四
六
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人
間
の
初
原
的
・
生
物
的
欲
求
を
充
足
す
る
た
め
に
社
会
が
形
成
さ
れ
、
こ
の
社
会
の
崩
壊
・
分
裂
を
防
ぐ
た
め
に
法
団
体
と
し
て
の
国
家
が

形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
か
か
る
観
点
に
立
脚
す
る
と
す
れ
ば
、
経
済
的
要
因
が
国
家
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
「
財
貨

的
・
通
商
的
部
分
」
が
重
視
さ
れ
る
（
た
と
え
重
視
さ
れ
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
無
視
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
）
原
因
と
し
て
、
純
理
論

的
理
由
の
他
に
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
生
き
た
イ
タ
リ
ア
都
市
国
家
の
金
融
資
本
家
、
貿
易
・
交
易
商
人
の
経
済
的
・
社
会
的
興
隆
が
挙
げ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
：
ス
が
有
徳
性
の
観
点
か
ら
限
定
し
た
、
最
善
国
制
中
の
三
部
分
に
関
し
て
も
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
を
経
て
そ
の
有
徳
性
の
観
点

は
脱
落
す
る
の
で
あ
る
．
あ
ま
つ
さ
え
、
非
「
徳
」
的
本
質
の
故
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
無
視
し
た
「
財
貨
的
・
通
商
的
部
分
」
が
、
マ
ル
シ

リ
ウ
ス
に
あ
つ
て
は
前
記
三
部
分
（
戦
士
、
聖
職
、
支
配
．
裁
判
）
と
同
格
に
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
継
受
に
お
け
る
、

か
か
る
偏
差
、
ね
じ
曲
り
は
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
思
想
的
特
徴
を
浮
彫
り
に
し
つ
つ
他
の
個
所
に
も
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
彼
は
「
平
和
の
擁
護
者
」
一
巻
五
章
七
節
で
、
社
会
内
に
お
け
る
「
支
配
的
・
裁
判
的
部
分
」
の
必
要
性
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
：
ス
の

表
現
を
引
用
し
つ
つ
述
べ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
支
配
的
・
統
治
的
部
分
の
存
在
が
社
会
崩
壊
の
防
止
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
が
記
述
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

れ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
た
め
に
こ
の
国
家
構
成
部
分
を
占
め
る
人
々
の
内
在
的
資
質
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
究

明
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
．
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
「
平
和
の
擁
護
者
」
一
巻
十
四
章
二
節
に
お
い
て
、
支
配
者
自
身
の
徳
性
の
必
要
性
が
簡
単

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
文
脈
に
見
ら
れ
る
事
柄
は
、
支
配
者
、
支
配
的
・
統
治
的
部
分
の
人
々
に
思
慮
分
別
と
正
義
が
最
低
限
必
須
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ゐ
）

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
に
は
、
支
配
者
の
悪
徳
的
行
為
も
一
定
の
政
治
状
況
に
お
い
て
は
正
し
い
政
治
結
果
を
生
み
だ
す

と
い
う
発
想
は
存
在
し
な
い
。

　
支
配
者
に
お
け
る
有
徳
性
の
指
摘
は
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
政
治
思
想
が
道
徳
的
圏
内
か
ら
完
全
に
は
脱
却
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
平
和
の
擁
護
者
」
中
に
涯
ぎ
る
論
調
は
、
非
道
徳
的
な
も
の
で
あ
る
．
　
一
般
的
に
、
　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス



が
そ
の
著
作
の
中
で
、
政
治
状
況
に
お
け
る
支
配
者
、
一
般
市
民
の
内
在
的
資
質
、
行
動
様
式
を
価
値
的
観
点
か
ら
分
析
・
評
価
す
る
こ
と
は
極

め
て
稀
で
あ
る
．
彼
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
如
き
、
支
配
者
、
一
般
市
民
の
善
き
行
為
と
は
何
か
、
最
善
の
生
活
と
は
何
か
と
い
う
間
題
に

関
し
て
は
全
く
無
関
心
で
あ
る
。
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
関
心
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
は
、
政
治
権
力
の
正
当
性
を
決
定
す
る
権
威
を
案
出
す
る
こ
と
で
あ

つ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
政
治
権
力
の
正
当
性
を
決
定
す
る
思
考
形
式
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
．
彼
の
思
惟
構
造
は
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ー
ス
が
権
威
及
び
そ
の
担
い
手
の
実
質
的
へ
質
料
的
）
原
理
に
強
調
点
を
置
く
た
め
に
形
式
（
形
相
）
の
厳
密
な
規
定
を
放
棄
し
た
の
に
反

し
、
政
治
権
力
の
合
法
性
を
規
定
す
る
正
当
な
る
形
式
基
準
を
決
定
す
る
こ
と
に
強
調
点
を
置
い
た
．
そ
れ
故
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
に
お
い
て
は
、
政

治
権
威
の
正
当
性
そ
の
も
の
が
究
明
対
象
で
あ
つ
た
．
正
当
な
る
政
治
権
威
が
樹
立
さ
れ
れ
ば
、
政
治
権
力
つ
ま
り
「
支
配
的
・
裁
判
的
部
分
」

が
合
法
的
に
設
定
さ
れ
、
国
家
は
人
民
全
体
の
利
益
の
た
め
に
、
適
合
的
に
運
営
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
換
言
す
れ
ば
、
正
当
な
る
形
式
U
政
治
権

威
が
措
定
さ
れ
れ
ば
、
善
き
政
治
〈
マ
リ
シ
リ
ウ
ス
的
な
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
）
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
．
以
上
の
思
考
形
式
に
お
い
て
は
、

支
配
者
及
び
被
治
者
と
し
て
の
一
般
市
民
の
質
料
的
原
理
つ
ま
り
道
徳
的
特
性
を
考
察
す
る
余
地
と
必
要
性
は
存
在
し
な
い
。

　
右
の
思
惟
構
造
は
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
が
形
式
を
重
視
し
て
質
料
に
無
関
心
で
あ
つ
た
故
に
政
治
学
を
道
徳
か
ら
解
放
し
た
と
す
る
前
述
の
事
柄

を
、
形
式
的
に
繰
り
返
え
し
た
も
の
で
あ
る
．

　
さ
て
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
的
な
国
家
に
お
い
て
、
統
治
者
即
ち
「
支
配
的
・
裁
判
的
部
分
」
の
第
一
の
機
能
は
、
国
家
内
に
お
け
る
争
い
の
裁
定
で

あ
る
。
「
－
…
諸
行
為
の
過
剰
を
中
庸
た
ら
し
め
る
た
め
に
、
こ
れ
を
矯
正
し
且
つ
等
し
く
あ
る
い
は
適
正
な
る
均
衡
へ
調
整
す
る
と
こ
ろ
の
部

分
も
し
く
は
職
務
が
国
家
内
に
必
然
的
に
確
立
さ
れ
た
．
何
故
な
ら
か
か
る
矯
正
な
く
し
て
は
、
行
為
の
過
剰
性
は
争
闘
の
原
因
と
な
り
、
か
く

て
市
民
の
分
解
・
分
離
果
て
は
国
家
の
崩
壊
及
び
十
分
な
生
活
の
喪
失
を
き
た
す
こ
と
と
な
る
。
国
家
の
こ
の
部
分
は
そ
の
従
属
的
・
補
助
的
要

素
と
共
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
よ
つ
て
司
法
的
、
支
配
的
、
慎
慮
的
部
分
と
呼
ば
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
機
能
は
正
義
及
び
共
通
の
利
益
の
調

整
・
統
御
で
あ
る
」
＞
山
含
a
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睾
α
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問
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國
、
＜
㌔
）
こ
の
記
述
に
お
い
て
、
「
支
配
的
・
裁
判
的
部
分
」
が
立
法
機
能
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
は
重
要
な
事
柄
で
あ

る
。

　
数
々
の
点
で
中
世
の
伝
統
的
思
考
に
離
反
し
て
い
る
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
も
、
統
治
行
為
を
根
本
に
お
い
て
司
法
行
為
と
す
る
点
に
お
い
て
同
一
の

立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
こ
の
司
法
的
機
能
を
立
法
的
機
能
と
区
別
す
る
点
に
お
い
て
、
特
異
な
存
在
と
な
る
。
伝
統
的
発
想
に
よ

れ
ば
、
法
の
司
法
的
適
用
は
新
し
い
実
定
法
の
創
造
と
理
解
さ
れ
る
（
つ
ま
り
自
然
法
、
神
法
の
解
釈
．
適
用
で
あ
る
）
の
に
対
し
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス

の
見
解
に
よ
れ
ば
統
治
者
（
支
配
的
・
裁
判
的
部
分
）
は
、
立
法
者
と
し
て
の
人
民
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ
且
つ
解
釈
さ
れ
た
実
定
法
に
従
が
つ
て
、

裁
定
す
る
の
で
あ
る
．
統
治
者
の
機
能
は
、
国
家
内
の
全
て
の
人
々
の
市
民
的
行
為
を
法
律
と
し
て
の
規
準
（
冨
睾
包
に
従
が
つ
て
規
制
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

と
（
お
讐
醇
。
）
、
し
か
も
処
罰
あ
る
い
は
恩
賞
を
与
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
規
制
す
る
こ
と
の
み
で
あ
る
．
つ
ま
り
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
統

治
者
の
行
為
と
し
て
の
法
の
司
法
的
適
用
に
は
「
法
の
解
釈
」
な
る
伝
統
的
観
念
は
包
合
さ
れ
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
立
法
的
意
味
を
含
む
伝

統
的
観
念
と
し
て
の
「
法
の
解
釈
」
は
、
立
法
者
・
主
権
者
と
し
て
の
人
民
全
体
に
帰
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
右
に
明
ら
か
な
如
く
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
に
お
い
て
は
、
統
治
老
と
立
法
者
が
明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ー
ス
に
お
い
て
は
両
者
の
分
離
は
そ
れ
程
明
白
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
々
に
法
律
を
与
え
る
者
が
支
配
者
と
な
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
の

　
　
（
％
）

で
あ
る
．
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
そ
の
著
作
の
一
巻
五
章
七
節
で
前
に
見
た
如
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
：
ス
の
名
を
持
ち
出
す
も
の
の
、
司
法
的
（
『
鼠
写

巴
芭
、
支
配
的
（
鷺
ぎ
冒
琶
、
慎
慮
的
（
8
琶
冴
牙
や
）
な
る
用
語
を
借
用
す
る
の
み
で
、
国
家
の
統
治
部
分
の
内
容
に
関
す
る
理
解
は
彼
自
身

の
独
自
性
が
濃
厚
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
か
ら
引
用
し
た
個
所
は
、
国
制
の
構
成
部
分
に
関
す
る
綿
密
な
分
析
を
提
示
し



て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
単
な
る
分
類
表
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
．

　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
が
立
法
行
為
と
統
治
行
為
を
明
確
に
分
離
し
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
彼
の
人
民
主
権
理
念
の
強
調
の
結
果
で
あ
る
．

　
さ
て
、
七
節
の
「
支
配
的
・
裁
判
的
部
分
」
に
引
き
続
き
、
八
節
で
「
戦
士
的
部
分
」
が
叙
述
さ
れ
る
．
こ
こ
に
お
い
て
も
源
泉
（
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ー
ス
・
政
治
学
・
四
巻
四
章
∴
8
霊
・
ρ
七
巻
八
章
∴
認
。
。
げ
る
）
と
は
異
な
つ
た
論
調
が
描
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
引
用
さ
れ
た
個
所
に
お
い
て
は
、

「
戦
士
的
部
分
」
は
国
全
体
の
自
由
を
望
み
、
侵
略
者
へ
の
隷
属
を
望
ま
ぬ
故
に
、
国
の
た
め
に
戦
う
部
分
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

こ
で
は
戦
士
的
部
分
は
そ
の
責
務
及
び
機
能
を
対
外
的
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
所
有
し
て
お
り
、
あ
く
ま
で
外
敵
の
侵
略
排
除
が
主
目
的
で

あ
る
。
現
代
的
表
現
を
借
り
る
と
す
れ
ぽ
、
こ
れ
は
正
し
く
軍
隊
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
、
か
か
る
視
点
を
継
承
し
て
い
る
と
は
い
え
こ
の
戦
士
的
部
分
の
国
内
的
機
能
・
任
務
の
方
に
強
調
点
を
置
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
国
内
治
安
維
持
機
構
と
し
て
の
警
察
及
び
行
政
上
執
行
す
る
強
制
力
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
「
国
内

に
お
け
る
犯
罪
人
及
び
謀
叛
人
に
対
す
る
裁
判
判
決
を
強
制
力
に
よ
つ
て
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
故
に
、
国
内
に
軍
隊
あ
る
い
は
戦
士
的
部
分

を
設
立
す
る
必
要
が
あ
る
」
　
：
隠
貫
警
ヨ
琵
9
宙
唐
ご
＆
a
q
ヨ
零
旨
9
鼠
器
＆
三
弩
一
8
8
9
3
び
亀
＄
ゆ
暮
ユ
房
9
8
8
0
旨
9
Φ
釜
名
一
b
霞

も
。
鼠
鼠
斜
唐
8
8
菖
奉
霊
ぎ
。
①
馨
旨
詳
宮
。
三
鼠
8
昆
一
ぎ
3
ヨ
ω
窪
質
。
窟
磐
蝕
く
餌
唐
冨
旨
Φ
ヨ
9
即
ε
①
β
：
。
（
H
堕
く
堕
・。

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

　
そ
も
そ
も
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
関
心
領
域
は
、
普
遍
的
平
和
の
確
立
で
も
な
く
、
普
遍
的
王
国
の
樹
立
で
も
な
い
。
彼
は
、
限
定
さ
れ
た
領
域
に

お
け
る
正
当
な
る
政
治
権
威
と
は
如
何
な
る
も
の
か
、
そ
の
権
威
を
維
持
し
て
国
民
に
十
分
な
生
活
を
提
供
す
る
こ
と
の
で
き
る
合
法
的
権
力
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
そ
の
著
作
の
一
巻
に
お
い
て
終
始
、
政
治
学
的
に
追
求
す
る
の
で
あ
つ
た
。

　
彼
の
視
野
、
関
心
領
域
は
一
国
内
の
統
治
の
問
題
に
集
中
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
、
一
国
家
に
善
き
政
治
が
行
わ
れ
る
た
め
に
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
も

な
、
善
き
支
配
者
と
善
き
市
民
の
徳
性
な
る
も
の
を
顧
慮
し
な
い
。
そ
れ
故
、
　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
、
各
市
民
の
内
面
に
善
き
政
治
を
行
う
べ
き

要
素
・
動
機
づ
け
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
．
か
く
て
、
善
き
政
治
を
行
う
た
め
に
は
、
外
在
的
手
段
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
つ

　
　
　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
受
容
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
九
　
　
　
（
二
四
九
）



　
　
　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
受
容
の
間
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
〇
　
　
　
（
二
五
〇
）

た
。
そ
れ
が
、
強
制
的
執
行
力
を
把
持
し
た
「
戦
士
的
部
分
」
な
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
観
点
に
立
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
思
惟
構
造
に
お
い
て
「
戦
士
的
部
分
」
が
必
須
の
支
柱
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

り
、
且
つ
又
こ
の
部
分
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
と
は
異
な
つ
た
意
味
で
、
国
内
治
安
維
持
機
構
と
し
て
の
警
察
的
部
分
と
把
握
さ
れ
る
の
も
当
然

　
　
　
（
2
8
）

と
い
え
よ
う
。

三
　
む
　
す
　
び

　
こ
の
小
稿
に
お
い
て
、
国
家
に
関
す
る
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
思
想
的
特
色
が
、
彼
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
受
容
を
省
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら

か
と
な
つ
た
で
あ
ろ
う
．
彼
は
、
あ
る
場
合
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
思
想
の
真
髄
を
継
承
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
己
の
思
想
を
形
成
し
、
他
の

場
合
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
思
想
を
自
己
の
思
惟
構
造
に
合
わ
せ
て
受
容
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
で
の
両
者
の
偏
差
も
マ
ル
シ
リ
ゥ
ス

の
思
想
的
特
徴
を
表
示
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
受
容
は
本
来
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
以
外
の
中
世
思
想
家
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
！
ス
受
容
の
態
様

と
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
歴
史
的
意
義
が
よ
り
明
確
と
な
る
．
し
か
し
こ
れ
は
、
筆
者
の
哲
学
史
的
知
識
の
僅
少
さ
と
紙
幅
の
制
約

に
よ
り
、
本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
終
つ
虎
。
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
が
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
、
エ
ギ
デ
ィ
ウ
ス
・
ロ
マ
ー
ヌ
ス
そ
の
他
の
思

想
家
と
相
違
し
た
方
法
、
視
点
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
政
治
学
を
受
容
し
、
彼
等
と
は
異
質
の
、
主
意
主
義
的
政
治
哲
学
を
形
成
し
た
こ
と
は

先
ず
明
ら
か
で
は
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
比
較
研
究
は
、
本
稿
の
意
図
を
よ
り
一
層
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
又
、
中
世
政
治
思
想
一
般

の
研
究
を
豊
富
な
ら
し
め
る
た
め
に
も
、
筆
者
に
課
せ
ら
れ
た
今
後
の
為
す
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
「
平
和
の
擁
護
者
」
一
巻
一
章
三
節
。
以
下
書
名
略
。

　
（
2
）
国
警
。
夷
。
窟
。
塞
一
菖
舅
目
①
ロ
β
9
自
員
罠
導
σ
Φ
潮
9
巴
夷
巳
鶏
昏
げ
彗
。
一
一
募
。
讐
。
。
聾
m
。
冨
ヨ
目
＆
。
饗
呂
零
9
堵
鋼
ヨ
雷
崔
置
聾
①
冨
㌧
≧
一
の
§
①
一
書
毯
一
讐
彗
①



旨
。
歪
塁
呂
馨
注
ヨ
暫
ε
壼
づ
彗
弩
彗
一
醇
畦
Φ
す
g
喜
毒
留
量
ご
募
く
畦
。
聾
き
ま
。
≧
馨
g
Φ
一
①
皿
。
8
畳
8
吋
Φ
℃
。
葺
一
σ
』
①
。
霧
げ
営
“
巨
ρ
鼠
零
言
①
鼻
）

q
9
Φ
琶
日
畳
自
§
巴
け
霞
婁
仁
g
冨
一
戸
路
く
。
言
ヨ
岳
冨
く
⑦
一
弩
Φ
〈
Φ
影
幕
戸
暮
卑
冨
繋
㎡
器
仁
。
三
馨
畳
ぴ
臣
。
ヨ
三
σ
琶
α
①
冒
8
冨
蜜
亀
Φ
℃
8
巴
げ
①
×
。
ご
負
①
蓉
言
鶏

く
零
。
零
毘
暮
器
。
霞
置
m
ω
ε
象
邑
質
『
9
冨
馨
窃
9
ψ
昌
色
二
ぼ
導
ρ
巳
一
一
Φ
＜
一
〈
①
3
：
。
（
b
＆
§
⑭
ミ
b
§
貴
一
」
｝
N
以
下
書
名
略
）
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
及
び
著
者

　
に
関
し
て
は
拙
稿
「
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
の
国
家
観
」
・
法
学
研
究
第
四
二
巻
四
号
・
五
七
頁
以
下
参
照
。

（
3
）
　
一
巻
一
章
八
節
。

（
4
）
9
山
。
冨
竪
§
”
．
．
警
Φ
＆
碧
ぴ
一
8
山
。
冨
箆
一
忌
き
α
．
＞
蔚
§
Φ
窪
ζ
＜
。
。
・
一
g
一
Φ
、
．
図
①
毒
Φ
募
す
膏
Φ
号
脅
。
答
富
言
塁
g
弩
導
暁
貫
参
貫
（
一
。
ω
N
）
噛

　
b
。
器
N

（
5
）
　
か
か
る
視
点
に
立
つ
も
の
と
し
て
は
、
9
留
ピ
濃
貫
留
｝
β
鼻
‘
b
●
8
0
を
参
照
。

　
　
尚
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
著
作
を
ラ
テ
ン
語
訳
（
譲
穿
①
ぎ
〈
’
客
①
き
9
ぎ
の
訳
）
を
通
し
て
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
い
え
ば
か
か

　
る
作
業
を
す
る
際
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
著
作
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
著
作
の
ラ
テ
ン
訳
を
参
照
・
検
閲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
諸
種
の
事
情
で
ラ
テ
ン
訳
を
使

　
用
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
稿
は
一
定
の
限
界
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
尚
、
ラ
ギ
ャ
ル
ド
及
び
グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ
ム
（
竃
■
O
轟
㎎
魯
ぎ
ぎ
”
、
、
鑓
貰
亀
一
，

　
臣
ダ
閲
＆
量
β
呂
薩
o
望
器
班
一
Φ
ξ
Φ
曾
ω
＞
旨
ε
琶
＄
．
、
田
一
警
。
冴
3
Φ
＜
一
①
旨
串
鼠
ぼ
零
ぼ
葬
曽
く
自
（
這
9
y
ψ
ω
蕊
i
ω
8
）
も
ラ
テ
ン
訳
を
利
用
し
て
い
な
い
。

（
6
）
　
一
巻
三
章
二
節
。

パ　 　　 パ　 ハ　 　1110987）　 ）　 ）　 ）　 ）目
巨
蜜
ぎ
目
ぎ
β
ヨ
b
ご
蚕
一
一
冨
貫
ま
o
冨
ご
o
員
邑
巴
b
①
層
一
霧
o
歪
ヨ

卑
器
①
β
g
含
巨
9
冒
8
舅
目
＆
“
琶
旨
o
q
一
①
区
仁
ヨ
．
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17　16　15　14　13　12
）　　）　　）　　）　　）　　）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
・
自
然
学
・
二
巻
八
章
・
一
8
鉾
P

同
書
・
一
巻
一
章
・
一
〇。
癖
鋭
昼

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
・
政
治
学
・
一
巻
二
章
・
一
b
o
認
欝
8
第

一
つ
以
上
の
家
か
ら
形
成
さ
れ
た
共
同
体
を
村
と
称
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
政
治
学
・
一
巻
二
章
・
旨
認
ダ
お
律

：
帥
呂
碍
葺
導
§
葛
象
く
器
。
り
β
ヨ
讐
冨
旨
ヨ
g
署
Φ
。
一
⑩
鐸
唐
＆
α
Φ
。
ぎ
導
費
筥
ぎ
窪
馨
暮
”
℃
り
＆
舞
。
曾
Φ
馨
。
三
聾
①
×
。
§
ユ
ぎ
昌
舅
。
。
茸
戸
昌
；

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
言
＜
一
8
ヨ
3
ヨ
目
μ
巳
。
器
一
8
0
β
8
。
昌
鼠
け
げ
o
ヨ
一
幕
㎝
¢
ぎ
三
8
轟
3
竪
ユ
＆
8
目
ヨ
＆
仁
ヨ
賃
ヨ
冒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
、
H
＜
｝
ω
）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
・
政
治
学
・
一
巻
二
章
・
一
ト
。
㎝
邸
び
。
8
唐

同
書
・
一
巻
二
章
・
爲
器
ダ
8
箪

同
書
・
一
巻
二
章
・
冨
器
押
一
〇
第

た
だ
し
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
に
は
社
会
契
約
説
は
見
受
け
ら
れ
な
い
．

9
α
①
い
鎖
o
q
貰
q
o
導
8
◎
乱
砂
こ
も
．
認
P

冒
●
O
轟
鵯
昌
鉱
β
。
サ
簿
■
）
の
◎
叙
ρ
確
か
に
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
が
パ
リ
大
学
で
研
讃
を
つ
ん
で
い
た
時
期
に
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ム
ス
に
触
れ
た
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
が
、

マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
受
容
の
間
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
一
　
　
　
（
二
五
一
）



マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
受
容
の
間
題

二
五
二

（
二
五
二
）

　
彼
の
思
想
に
ど
の
程
度
の
影
響
を
与
え
た
か
は
断
定
で
き
な
い
．
そ
の
他
、
意
志
主
義
に
関
す
る
言
及
と
し
て
は
、
9
3
富
撃
三
①
噛
8
』
帥
f
サ
謹
ρ
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
8
）
　
一
巻
四
章
三
節
。

（
1
9
）
　
拙
稿
「
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ゥ
ア
の
国
家
観
」
・
法
学
研
究
第
四
二
巻
四
号
・
三
三
頁
参
照
．

（
2
0
）
O
」
①
9
α
q
獅
匡
ρ
8
。
騨
。
も
』
お
…
謡
ρ

（
2
1
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
！
ス
・
政
治
学
・
七
巻
八
章
・
一
ω
卜
。
o
。
す
ω
R
尚
、
別
の
個
所
（
同
書
・
四
巻
四
章
・
憲
8
げ
」
O
論
）
に
は
国
家
構
成
部
分
と
し
て
次
の
種
類
を
例

　
示
す
る
。
e
隠
農
民
⇔
U
職
人
㊧
“
商
人
㊨
目
日
雇
い
人
㈲
“
戦
士
㊨
目
戦
士
を
含
ん
だ
、
裁
定
・
評
議
す
る
人
㊦
n
財
産
を
も
つ
て
公
共
に
奉
仕
す
る
人
¢
D
“
公
僕
。

（
2
2
）
　
同
書
・
七
巻
八
章
・
一
ω
卜
⊃
o
。
げ
。
邸
節

（
2
3
）
＞
臼
O
Φ
惹
旨
買
．
、
冨
即
透
一
向
垢
。
㌦
評
曾
象
9
①
U
Φ
協
①
呂
R
9
℃
8
。
9
＜
。
一
」
”
寓
貰
も
・
一
一
酵
。
暁
℃
＆
壼
鎚
呂
寓
Φ
島
。
〈
毘
℃
。
一
三
。
騨
一
瞑
一
富
。
嘗
嘱
（
乞
。
≦
吋
。
噌
F

　
O
。
冒
臣
げ
雷
q
巳
く
，
零
①
m
鉾
一
〇
9
）
も
」
O
一
’

（
2
4
）
　
前
掲
拙
稿
・
二
七
頁
参
照
。
9
号
ピ
品
璋
量
。
マ
鼻
‘
冒
●
謡
ρ

（
2
5
）
こ
の
間
題
に
関
し
て
は
前
掲
拙
稿
・
五
二
頁
以
下
参
照
。

（
2
6
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
・
政
治
学
・
三
巻
一
五
章
・
話
o。
①
暫
』
P

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
七
巻
一
四
章
・
H
ω
ω
ω
騨
一
ρ

（
2
7
）
　
思
想
史
的
に
み
れ
ば
、
「
平
和
の
擁
護
者
」
第
二
巻
が
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
思
想
家
と
し
て
の
特
異
性
、
本
質
を
表
明
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
巻
で
証

　
明
さ
れ
た
命
題
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
問
題
に
適
用
し
た
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
二
巻
に
お
け
る
内
容
も
一
巻
に
お
け
る
結
論
の
表
明
と
い
え
る
。

（
2
8
）
　
「
戦
士
的
部
分
」
を
国
内
治
安
維
持
の
た
め
の
強
制
力
と
解
す
る
こ
と
の
可
能
な
他
の
個
所
は
、
一
巻
十
四
章
八
節
で
あ
る
。
　
し
か
も
同
所
に
お
い
て
マ
ル
シ
リ
ウ

　
ス
は
．
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
を
引
用
し
つ
つ
、
過
度
の
軍
事
・
警
察
力
に
対
す
る
歯
止
め
を
設
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
九
年
十
一
月
八
日
）


